
 1 

平成２１年１１月号                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

          内容 ● ひとこと 

● 社会保険の豆知識 

● 労働基準の豆知識 

● お知らせいろいろ       

 

● 久しぶりの発行です 

 

せっかくはじまった事務所ニュース。発行が久しぶりとなってしまいました。 

世の中は、政権交代とともに秋となり、お客様とのお話の中でも、年金の今後、後期高齢

者保険の動向などのことや、公共工事や発注のしくみ、景気にどう影響してくるのか…なか

なか明るい兆しというわけにはいかないのが現状です。 

 

そして、新型インフルエンザ。我が家でも、長女も次男も学級閉鎖。次男のクラスは２度

にわたって学級閉鎖。どちらもまだ罹ってはいませんが、いつ罹ってもおかしくないのでし

ょうね。長男もアルバイト先が大型スーパーなので、毎日体温を計ってから出勤。３７度以

上あったらバイトはお休みしなくてはいけないとのこと。 

 

新型インフルエンザについては、「これからピークを迎える」との見方もあり、まったく予断を許さな

い状況にあります。そんな中、厚生労働省が「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる 

場合の労働基準法上の問題に関するＱ＆Ａ」というものを、ホームページで発表しました。 
これは、新型インフルエンザに伴って労働者を休業させる場合における賃金の支払いの必要性

の有無等について、同省の見解を示したものであり、参考になります。 
 

 
厚生労働省発表  「Ｑ＆Ａ」 は、別紙の通りです。 
 
また、疑問点や実際の対応については、お気軽にお問い合わせください。 

 
「新型インフルエンザ」の流行は、企業の経営にとっては死活問題ともなり得ます。 
実際に多くの社員が感染してしまったような場合に備え、万全の準備を整えておくことが必要で 
しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：〒301－0032 

 茨城県龍ヶ崎市佐貫３－１１－５ 

      アセット・アルファ・ビル１F 

電話 ： 0297-63-3303  ＦＡＸ ： 0297-63-3304 

ｅ－ｍａｉｌ：  info@largo-ws.jp 
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    ● 傷病手当金  

 
 

       病気・けがで仕事につけないとき（注１）  

               ↓ 

        被保険者本人が療養のため（注２）仕事を４日以上（注３）休んで 

給料が受けられないとき(注４)は、４日目から欠勤１日につき、 

標準報酬日額（注５）の３分の２が受けられます。 

支給開始日から(注６) １年６カ月（注７）の範囲です。 

 

      手続き  「傷病手当金支給申請書」に医師の証明を受けます。 

            特に「診断書」などは必要ありません。 

 

        国保と健康保険（社会保険）の違いは？というご説明の中で、 

この「傷病手当金＝休業補償」の有無をお話します。  

        国保も健保も窓口での３割負担などは同じですが、市町村国保の場合は、 

休業補償の制度がありません。 

ただし、医師国保・歯科医師国保などではその組合独自に 

「傷病手当金」の制度があります（例えば入院した場合の見舞金など）。 

 

 

 

 

   〈注１〉 この病気・ケガには、業務上（仕事中）や通勤途中のケガは含まれません。ま

た、交通事故や相手がいる（第３者）場合は、まずは、損害保険が優先されます。

両方からはもらえません。ただし、相手がわからない場合や自分で起こした事故

などは支給される場合があります。この場合は届出（事故証明書など）が必要で

す。趣味のサッカー・野球でのケガなども対象になります。 

 

   〈注２〉 療養とは、入院でも通院でも、医師が「労務不能」と認めた期間のことです。 

   

   〈注３〉 「４日以上」とは、連続してということです。 

       

○ 請求できる 

         

 

       

× 請求できない 

 

 

 

     

   〈注４〉 給料が受けられないとき、ということは、「有給休暇」を取得すると、その日数

分だけ減額されます。 

 

   〈注５〉 「標準報酬日額」とは、保険料を決定するために決められた「標準報酬月額」

を３０日分で割り、端数処理をした金額で法律で定められています。 
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          《例》 

標準報酬月額等級  標準報酬月額  標準報酬日額 

  １７等級  ２００，０００     ６，６７０ 

  １８等級  ２２０，０００   ７，３３０ 

  １９等級  ２４０，０００   ８，０００ 

  ２０等級  ２６０，０００   ８，６７０ 

  ２１等級  ２８０，０００   ９，３３０ 

  ２２等級  ３００，０００  １０，０００ 

  ２３等級  ３２０，０００  １０，６７０ 

  ２４等級  ３４０，０００  １１，３３０ 

  

  〈注６〉 あくまでも「支給開始日」です。例えば、休み始めは有給休暇で処理して、その

後に傷病手当金を請求する場合は、その請求の始めの日からになります。 

 

       《例》 １０月２０日から休み始めたが１０月３１日までは有給休暇。 

           １１月１日から請求開始（＝１１月１日が支給開始日）。 

           ただし、４日目からの支給なので１１月１日から３日間は支給されない。 

 

  〈注７〉 この１年６ヶ月は、〈注６〉の支給開始日から始まるカレンダー上の期間です。 

       「１年６カ月分」ではありません。 同じ病名（初診日で判断）で途中、良くな

って出勤してさらに休業した場合に注意が必要です。 

 

        《例》 平成２０年４月～５月 ２ヶ月間「糖尿病」で欠勤。その後復帰。 

            平成２１年９月～１０月 ２ヶ月間「糖尿病」が悪化して欠勤。 

            平成２１年９月分は、平成２０年４月から１年６カ月以内なので、支

給されるが、１０月分は、期間を過ぎているため支給申請できない。 

 

        

いずれも、ケースバイケースとなりますので、従業員さんはもちろん、役員さんも欠勤

が長期になりそうだったり、入社間もないため、有給休暇を付与していない方の欠勤な

ど、気になることがありましたらお問い合わせください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 裁判員に選ばれたら… 
 

     現在、茨城県内では水戸地方裁判所のみが裁判員裁判の対象地区となっております。 

    また、平成２１年度中に「裁判員候補者」となった方には昨年１１月～１２月に 

    通知が送られています。 全部で７６００人、確率としては３１９人に１人が選ばれま

した。 

        《発表人数》 土浦市３６５人/龍ヶ崎市１９８人/牛久市２０１人/ 

取手市２９２人/稲敷市１２５人/つくば市４９３人 

河内町２９人/利根町５０人/美浦村４７人/阿見町１２０人 

など 
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     さて、そろそろ来年の名簿を作成しているころです。予定通りに進むと、２２年１月

から１２月の１年間に名簿に載る予定の方には１１月中旬から通知が郵送されます。 

 

     さて、事業主としての対応を簡単にお知らせします。 

 

    Q１ 従業員に対して  ① 裁判員候補者名簿記載通知を受けたこと 

② 候補者として呼び出しを受けたこと 

③ 裁判員や補充裁判員に選任されたこと 

                                  の報告を義務付けることは問題ありませんか。 

 

 

 A１ 「公言してはならない～」とされていますが、不特定または多数への公言を禁止していると

いうことです。 

    従業員が一定期間不在となることに伴って、従業員の勤務体制の変更等を行う必要もあり

ますので、その必要性の範囲内で報告を義務付けることは違法ではありません。 

 

Q2 従業員に対して「参加するか辞退するかは会社と協議してから決定すること」と 

就業規則に記載してもいいですか。 

 

 

A2  「協議する」こと自体は、Q１－A１と同様に認められています。しかし、参加の意思を持っ

ている従業員に対し、使用者側（会社）が辞退を強要したり、不利益な扱いをすることは禁じ

られています。 

 

 

Q3 従業員が裁判員または裁判員候補者として裁判所に行くために会社を休む場合、 

有給休暇にしなくてはいけませんか。 

 

 

A３ 裁判員に必要な休みをとることは法律で認められていますが（労働基準法第７条）休暇制

度は各会社・事業主に委ねられています。 

   国からは 裁判員は１日１万円以内、裁判員候補者１日８千円以内の日当と旅費が支払

われます。 

   会社側の対応としては、以下のような対応が考えられます。 

   ① 特別の有給休暇とする。（法定の有給休暇日数以外に追加して付与） 

   ② 無給休暇とする。（ただし出勤率などの不利益にはしない。 

本人が有給休暇を消化しても可） 

   ③ １日分の給与額から国から支給された日当を差し引いた額のみを支給する。 

 

   ③を具体的に説明すると、例えば、日給１万５０００円の従業員が国から１万円支給され

た場合、差額の５０００円のみ会社が支給する、ということです。これは認められていま

す。 

 

    ④ 会社は有給休暇とする代わりに、裁判員として受領した日当は会社に納付する。 

 

   これは禁止されています。③との違いは、もしも、給与額が日当以下の場合、裁判員とし

て不利益になるからです。 例えば、日給７５００円の従業員がもらった１万円を会社に納

付したら、２５００円の不利益になります。 

 

 




